
徳島で起
業する方を

ふるさと
納税で

支援しま
す！

令和5年度版

「ふるさと起業家支援プロジェクト」では、ふるさと納税を活用し、
起業家の支援者を集めるとともに集まった寄附金に一定額を

上乗せして助成金を支援いたします。
詳細は
裏面へ



徳島県 商工労働観光部 企業支援課　
TEL:088-621-2369　FAX:088-621-2853 Eメール：kigyoushienka@pref.tokushima.jp
URL：https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/nyusatsu/itaku/7218080/
※ 応募にあたっては、県ホームページに掲載している募集要項・様式等を必ずご確認ください。

スケジュール

認定審査会8月下旬

ふるさと起業家支援
プロジェクト 公募

7月7日

  ～

8月18日

補助金の交付4月中旬

補助金の請求4月上旬

実績報告

補助金額の確定

補助金の変更交付申請3月末

寄附金の募集開始11月上旬

寄附金の募集終了12月下旬

補助金の交付申請9月下旬

認定事業の決定9月上旬
-対象事業-

徳島県内で実施する「地域資源を活用した
事業」、「地域課題の解決に資する事業」 等

-補助率-

2／3 以内 

-補助限度額-

900万円 以内 
※ 補助金額は、クラウドファンディング
　 により県が収納した寄附金額に、補助事
　 業者が設定した寄附目標額又は寄附金額
　 のいずれか低い額を加えた額と、補助対
　 象経費の2/3を乗じた額の低い方の額と
　 する。　　　

-ふるさと起業家の要件-

● 「創業促進・あったかビジネス支援事業」 　 
　 において 「あったかビジネス事業計画」の
　 認定を受けた者、又は見込者であること

● 事業開始後５年を経過しない者であること

● 徳島県内において事業を行う者であること等


